
日本山岳遺産基金 規約 
 
第１条（名称） 
本会は、日本山岳遺産基金と称する。 

 
第２条（主たる事業所の所在地） 
本会は、事務所を東京都千代田区三番町２０番地に置く。 

 
第３条（目的） 
本会は、次世代に引き継くべき、日本のすばらしい山や山岳地域を「日本山岳遺産」として選定し、それら

の環境保全や、その山を次世代育成、安全登山啓発活動の場として活用している地元自治体・団体の活動を

支援することを目的とする。 
 
第４条（事業） 
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
① 寄付の募集、提供及び管理 
② 「日本山岳遺産」の選定 
③ 会員の情報交流 
④ 会報の発行 

  ④ 前各号に付帯する事業、その他前条の目的達成に必要な事業 
 
第５条（会員） 
  本会の会員は、次の４種類とする。 
① 正会員は、本会の目的に賛同し、入会した者とする。 
② 賛助会員は、本会の目的達成を賛助するために入会した者とする。 
③ 特別賛助会員は、賛助会員のうち、継続して本会の活動を賛助した者とする。 
④ 特別会員は、本会の目的に賛同し、深く関連した活動を行い、本会が特にその功績を認めた者とする。 
 

第６条（入会） 
本会の目的に賛同または目的達成を賛助し、総会の決議を得た者で本会に入会した者を会員とする。 

 
第７条（会費） 
会員は、以下に定める会費を本会に支払うものとする。 
① 正会員、 入会時に 10,000,000円以上 
② 賛助会員、本会が別に定める「賛助会員規約」の規定による 
③ 特別賛助会員、本会が別に定める「賛助会員規約」の規定による 
④ 特別会員、別途協議のうえ定める 
 

第８条（退会） 
１．会員は、本会に対し、所定の退会届を提出することによりいつでも退会することができる。 
２．前項の場合のほか、会員は次の事由により退会する。 
  ① 総会の決議 
② 死亡又は解散 
③ 除名 

 
第９条（除名） 
  本会の会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは著しく本会の目的に反する行為をしたとき、または会員とし

ての義務に違反したときは、総会の決議によりその会員を除名することができる。 
 



第１０条（役員） 
１．本会の業務を執行するため、役員若干名（うち会長１名、副会長１名）を置く。 
２．役員は、役員会の決議により選出する。 
３．役員の任期は、１年とする。但し、再任を妨げない。 
 
第１１条（職務） 
１．会長は、本会を代表し、その業務を統括する。 
２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 
 
第１２条（役員会） 
１．役員会は、役員をもって構成する。 
２．役員会は、総会の決議した事項の執行に関する事項及びその他総会の決議を要しない業務の執行に関し、決

議する。 
 
第１３条（総会） 
１．本会の総会は、正会員を持って構成し、年に１回開催するものとする。但し、必要があるときは臨時に開催

できるものとする。 
２．総会は、会長が招集する。 
３．総会においては会長が議長となる。 
４．総会は、次の事項について決議する。 
  ① 本規約、事業等の変更 
② 解散 
③ 役員の選任または解任 
④ 会員の入会または除名 
⑤ その他本会の運営に関する重要事項 

５．総会の決議は、会員の過半数が出席し、その過半数によって行う。 
 
第１４条（議事録） 
  総会の議事については、議事録を作成する。 
 
第１５条（基金の構成） 
  本会の基金は、次に掲げるものとする。 
① 寄付金品 
② 会費 
③ 事業に伴う収入 
④ その他収入 

 
第１６条（基金の管理） 
本会の基金は、会長が管理し、その方法は役員会の決議により定める。 

 
第１７条（事務局） 
  本会の事務を処理するため、事務局を置く。 
 
第１８条（事業年度） 
  本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
第１９条（業務報告） 
  会長は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に計算書類、事業報告書を作成し、総会の承認を得るものとする。 
 
 



附則 
 
1．本規約は、２０１０年７月１５日から施行する。 


